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平成28年2月25日

資料３－①



○ 交付単価

○交付金の主な使い道

○ 中山間地域等の農業生産条件が不利な地域において、農用地を維持し、多面的機能の確保を
図るため、 集落協定等に基づき、5年以上継続して農業等を行う農業者等に対して交付金を交付。
○ 平成12年度に制度が始まり、第４期対策は平成27年度から平成31年度までの5年間実施。

（１）制度の概要

（２）制度の基本的仕組み
体制整備単価（１０ａ当たり）

○緩傾斜地 田1/100～1/20未満、畑8～15度未満

○急傾斜地 田1/20以上、畑15度以上
水田 傾斜1/20 畑 傾斜15度

地目 区分 交付単価

急傾斜 21,000円

緩傾斜 8,000円

急傾斜 11,500円

緩傾斜 3,500円

田

畑

【江ざらい、草刈など集落の共同活動】 【集落共同で利用する農業機械の購入】

１ 制度の概要
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２

①集落連携・機能維持加算

○集落協定の広域化支援（拡充）
・複数集落が連携して広域の協定を締結し、新たな人
材を確保しつつ、農業生産活動等を維持するための
体制づくりを支援

・単価 3,000円/10a（地目にかかわらず）

団地
（勾配測定範囲）

団地の勾配
田 １／１８

田 １／１０以上
⇒超急傾斜加算
の対象

【単価】田・畑
6,000円/10ａ

②超急傾斜農地保全管理加算（新規）

・超急傾斜地（田：1/10以上、畑：20度以上）の農用
地について、その保全かつ有効活用に取り組む集落
を支援

・単価 6,000円/10a（田・畑）

○小規模・高齢化集落支援（継続）
・本制度の実施集落が、小規模・高齢化集落の農用
地を取り込んだ農業生産活動を支援

・単価 4,500円/10a（田）、1,800円/10a（畑）
※小規模・高齢化集落の農用地に対して加算

１ 制度の概要（第４期対策の加算措置）



【集落協定の広域化】

○富山市小羽地区広域集落協定

・有機農業や体験農業に取り組む2つの農業生産法人
と６集落の農家が手を結び、平成27年度から広域集落
協定を締結

・農産物の生産・加工・販売、体験農業など多様な活
動を展開し地域及び中山間地域農業の維持・活性化
を図る。

・県外からの定住者が中心となり、地場産の米粉、そ
ば粉、有機栽培の卵を使ったシフォンケーキ等の特産
品づくり、首都圏などへの販売に取り組んでいる。

〔県外からの定住者の活躍による特産品づくり〕

【超急傾斜農地保全管理】

○砺波市原野集落協定

・超急傾斜農地保全管理加算制度を活用し、生産さ
れた米を棚田米としてブランド化し、共通パッケ－ジ
を作成してＰＲを行うことで、農産物直売所等での販
売量をこれまで以上に増やすことを目標としている。

・昭和56年に圃場整備が行われ、整備された超急傾
斜農地を非農家も含めて集落一丸となって守ってい
る。農地法面の定期的な点検、鳥獣害防止の電気
柵設置などを実施している。

〔棚田米の共通パッケ－ジ〕

３

１ 制度の概要（第４期対策の加算措置の取組事例）



第３期
対策
(H26)

第４期
対策
(H27)

増減
H27-H26

増減の概要

集落数 396 376 ▲20
対象集落 約450集落
新規＋６集落、継続断念▲26集落

協定数 327 303 ▲24
新規＋５協定、継続断念▲22協定、
広域化６⇒１協定、分割・統合▲２協定

対象
農用地
面積
【a】
（ha）

5,235 5,273 ＋38 航空測量等による面積精査

交付
面積
【b】
（ha）

4,632 4,481 ▲150

＋140ha増
○新規協定締結による増：＋５協定→＋52ha
（ＮＰＯとの連携、リーダー不在解消等）
○継続協定の中での面積増：66協定→＋88ha
（話し合い不調の解消等）

▲290ha減
○高齢化、リーダー・事務管理者不在等による継続
断念：▲22協定→▲124ha

○より条件不利な農地の除外等：160協定→▲166ha
（高齢化による営農の負担軽減等）

実施率
【b/a】

88.5
※全国
第９位

85.0 ▲3.5

４

２ 実施状況
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H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

（単位：協定数） 【参考】県 協定数
▲２６協定

大長谷地域全集落が協定廃止
平、上平、利賀地域の広域協定締結

▲９協定
高齢化、リーダー・事務管理者不在等▲１４協定減
新規・分割・統合により＋５協定

▲２４協定、
高齢化、リーダー・事務管理者不在等▲２２協定減
新規・分割・統合（広域化）により▲２協定

25,621 

31,462 
32,747 33,137 33,331 

27,869 28,515 28,708 28,757 28,765 

26,937 27,570 27,849 28,001 28,078 

20,000

25,000

30,000

35,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

（単位：協定数） 【参考】 国 協定数

▲1,800減 廃止▲2,600
新規・分割・統合＋800

▲5,500減

５
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2,862 

4,160 
4,441 4,464 4,474 4,543 4,582 4,607 4,611 4,621 4,590 4,615 4,619 4,625 4,632 

4,481 

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

（単位：ｈａ） 【参考】県 交付面積
▲３１ｈａ

面積増＋１９６ｈａ
面積減▲２２７ｈａ

▲１５０ｈａ
面積増＋１４０ｈａ
面積減▲２９０ｈａ

特認地域
の追加

54.1 

63.2 
65.5 66.2 66.5 

65.4 66.3 66.5 66.4 66.4 66.2 
67.8 68.2 68.7 68.7 

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

（単位：万ｈａ） 【参考】国 交付面積
▲2,000ｈａ減

▲11,000ｈａ減

H22農用地要件緩和
（飛び地の追加）

６
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【参考】実施状況（富山市（旧八尾町）
仁歩・野積・卯花・黒瀬谷地域）

（C)茗ケ原・第４期協定廃止
・交付面積８．４ha
・小規模、飛び地、未整備田が多い
・営農組織無し
・７０歳代中心

（C)

（A)

（B)

７

野積
仁歩

卯花

黒瀬谷

八尾町
中心部

（A)小長谷・第４期協定継続
・交付面積３８．６ha
・標準区画３０ａ
・営農組織有り（H27年3月に４集
落の営農組織の統合により営農
法人設立、営農法人を中心に集
落協定の広域化を検討中）
・６０歳代中心
・多面的機能支払も実施

（B)下笹原・第４期協定継続
・交付面積１９．４ha
・標準区画１５～２０ａ、

谷地形で南北に長く農地が続く
・営農組織無し
・６０歳代中心



８

３ 平成２８年度の取組方針

（１）協定を締結できなかった農地への対応

・協定の継続を断念した２２協定については、定期的に状況をフォローし、耕作放
棄地の発生が見込まれる場合は、対応を検討。

・外部からの人材導入などにより、協定の再度締結に向けた調整を実施。

・協定の対象から除外された農地については、耕作放棄化される可能性が最も
高いことから、市町村による状況把握を徹底。

（２）加算措置への対応

・超急傾斜農地保全管理加算について、物理的に要件を満たしている地域につ
いては、「農産物の販売促進等」に該当していないか、個別に相談していき、来
年度からの加算適用に向けた調整を実施。


